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■問合せ：保健福祉課　子ども・高齢者グループ　☎72-2000 ■問合せ：保健福祉課健康推進グループ　☎72-2000

　町では、避難通路確保のための除雪サービスのほかに、除雪作業が困難な高齢者世帯などに対し、除雪業者
などに支払った費用の一部を助成し、経済的負担の軽減と在宅生活を支援しています。

○対象者は？
　町内に住所を有し、現にその住所に居住している方のうち世帯員全員が町民税非課税で、次の要件のいずれ
かに該当する方です。
　・70歳以上の高齢者
　・身体障害程度等級１級、２級など

○助成対象となる除雪作業や助成額は？
　助成額は業者に支払った額の１/２以内で、作業内容ごとに上限があります。

助成対象
作業内容

①玄関前から道路までの生活
　通路や置き雪の除雪

②屋根の雪下ろしや窓の除雪

限度額 ３万円 ２万円

　※①、②両方の助成を受ける場合は、それぞれに申請の手続きが必要です。

○対象期間は？
　平成28年12月１日（木）から平成29年３月31日（金）までの除雪作業分が対象となります。

○申請の手続きは？
　①ご自身が対象者かどうかを確認するための利用申請をしていただき、対象者であれば町は利用決定を通知
します。利用決定を受けた方が助成対象者となります。
※11月１日（火）から利用申請の受付を開始します。

　②除雪作業を業者などと契約します。契約書には作業内容、作業期間、契約金額の記載が必要です。
　③作業（契約期間）が完了し、業者への支払いが完了したら、町に助成金の申請をします。
※助成金の申請には、契約書と領収書の写しが必要となります。
　また、対象期間内に複数回除雪を委託する場合、１回にまとめて申請をします。

　④町は助成金申請の内容を確認し、助成金をお支払いします。

○申請する場所は？
　ゆめりあで申請してください。

　平成28年10月１日から、予防接種法の規定に基づき、これまで任意接種（有料）だったＢ型肝炎予防接種が、
定期接種（無料）になりました。
　Ｂ型肝炎とは、Ｂ型肝炎ウイルスの感染により起こる肝臓の病気です。感染は、一過性の感染で終わる場合と、
そのまま感染の状態が続いてしまう場合（この状態をキャリアといいます）があります。キャリアになると慢
性肝炎になることがあり、肝硬変や肝がんなどの命にかかわる病気を引き起こすこともあります。
　該当するお子さんについては、個別にご案内します。

【対象者および接種回数】
対象者 回　数

平成28年４月１日以降に生まれた１歳未満の方
全３回

（接種スケジュールは以下のとおり）

【予防接種の標準的なスケジュール】
生後２カ月から１歳未満までの間に３回接種します。
○１回目：生後２カ月以降に接種します。
○２回目：１回目の接種から27日以上の間隔をあけて接種します。
○３回目：１回目の接種から139日以上の間隔をあけて接種します。

【接種方法】
・指定医療機関で接種します。接種にあたっては、予診票が必要です。
・保健福祉課（ゆめりあ）で予診票の配布を行いますので、予診票がない方はご連絡ください。

※平成28年４月１日以降に生まれた方で、平成28年10月１日より以前にＢ型肝炎予防接種を任意接種で受け
ていた場合は、残りの回数を定期接種として受けてください。

【指定医療機関】
医療機関 連絡先

町　　　内
花月クリニック 74－2021

滝 川 市 内
滝川市立病院 22－4311
滝川こどもクリニック 26－1000

医療機関 連絡先
砂 川 市 内

砂川市立病院 54－2131
小林産婦人科医院 52－4520
明円医院 53－2100
村山内科医院 54－0888

高齢者世帯などの除雪費を助成
　１０月１日から

Ｂ型肝炎予防接種が定期接種になりました

注１）年齢などの基準日は平成28年12月１日です。
注２）70歳未満の方がいる２世帯住宅は、世帯は別で

あっても対象にはなりません。
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住民税 所得税
管 轄 町、北海道 滝川税務署

対象所得

〈前年所得課税〉
　前年の所得に課税されます。
　（例：平成28年度住民税は平成27年
1月1日から12月31日の所得に課税され
ます。）

〈現年所得課税〉
　その年の所得に課税されます。
　（例：平成28年分所得税は平成28年
1月1日から12月31日の所得に課税され
ます。）

課税方法

〈賦課課税〉
■町道民税申告書
■所得税の確定申告書
■給与支払報告書
■公的年金等支払報告書　など
　各種資料に基づいて、町が税額を計算
し通知します。

〈申告納税〉
■確定申告
　納税者が、１年間の所得とその税額を
自分で計算し、申告します。
■源泉徴収と年末調整
　給与などの場合には、給与などの支払
者が支払時に税額を計算し、年末に精算
します。

納付方法

〈普通徴収〉
①６月30日、②８月31日、③10月31日、
④12月26日　４回で納付
〈給与特別徴収〉
　６月から翌５月までの給料から引かれ
ます。
〈年金特別徴収〉
　４月から翌年２月までの年金から引か
れます。

　確定申告により年税額を確定し、納付
します。
　給与所得者と年金所得者などの場合
は、所得のあったときに源泉徴収され、
その後、年末調整や確定申告をして精算
します。

均 等 割 
　有り
　平成26年度から35年度まで
　町民税：3,500円　道民税：1,500円
　合　計：5,000円

無し

そ の 他 　控除額の違いや、住民税には非課税基準額の設定などがあります。
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